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№ ページ 修正内容

1 10

「用途地域内の空地（未利用地）の分布をみると、鳥羽駅や中之郷駅周辺には、平面駐車場等が
多く、池の浦駅周辺や鳥羽駅の北西、志摩赤崎駅の周辺、南部の用途地域外縁部には、農地や未
利用宅地が多く分布しています。」⇒「低未利用土地は、小浜町や池上町、鳥羽5丁目、大明西
町周辺に多く分布しています。」

2 105 「赤崎駅周辺エリア」⇒「志摩赤崎駅周辺エリア」

3 119 「最終的な都市機能誘導区域」の図を追加しました。

4 122 都市機能誘導区域の面積に誤りがあったため訂正しました。

5 162

表現を少し変更しました。
「観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の市民生活と調和した持続可能な観光ま
ちづくりの施策に要する費用に充てることを目的に、令和8年（2026年）4月1日から宿泊税の課
税を開始します。」⇒「令和8年（2026年）4月1日から課税を開始した宿泊税を充当し、観光資
源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の市民生活と調和した持続可能な観光まちづくり
の施策を推進します。」

6 163 対象となる都市計画道路（市道）から、「3.3.1国道167号」を削除しました。

7 164

対象事業一覧から、「岩崎樋の山線」と「城山公園」を削除しました。
県の認可みなし制度に関する手引き（令和７年10月）では、概ね５年以内に完了する事業を位置
づけることになっていることから、鳥羽駅前佐田浜地区の鳥羽駅臨港線、佐田浜東公園、佐田浜
西公園と長寿命化対策を実施予定の市民の森公園と池上公園を位置づけることにし、対象事業を
精査しました。

8 167,170,171

表現を少し変更しました。
P.167の場合、
「※開発区域又は建築物の敷地の過半の属する区域が居住誘導区域外の場合は、届出が必要にな
ります。」⇒「※開発区域又は建築物の敷地の過半の属する区域が居住誘導区域外の場合は、居
住誘導区域外に属するものとし、届出の対象となります。」
また、届出の要否判断フローについて表現を変更しました。

9 全体 誤字脱字、文言の統一、表現の調整、数値確認等による修正を行いました。
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